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令和 6年 11月28日判決言渡 同日原本領収裁判所書記官

相続税増額再更正処分取消請求事件

口頭弁輪終結日 令和6年8月20日

判 決

5 

原告

同訴訟代理人弁護士 模 泰 吉

東京都千代田区霞が関1-1-1

被告 国

10 同代表者法務大臣 鈴 木 馨 祐

処分行政庁 西宮 税 務署 長

． ． 岡 本 和 之
餐； ≪亀蒙費亀 驀＇

≪念・

書• 同指定代理人 加 藤 弾
瞥● 書馨＇
． 

船怠餐摯 彙

嚢鬱 馨・

書 同 平 山 峻 次●曇

l5 同 藤 野 理 絵

同 佐々木 春 菜

同 岡 田 政 子

同 ＾ -7 

井 早 織

同 比 嘉 佳 子

20 同 西 田 智 美

主 文

1 原告の請求を棄却する。~

2 訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

25 第1 請求の趣旨

処分行政庁が令和4年4月27日付で原告に対してした、

ー



・ に開始した被相続人一の相続！こ係る相続税の更正処分のうち、課税
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価額1億65 1 5万30 Q 0円、納付税額4767万8500円を超える部分 ．．

を取り消す。

．第2 事案の概要等

5 1 事案の概要

原告は、‘ 処分行政庁（西宮税務署長）に対し、被相続人·’’~の相続に係
る遺産が未分割であるとして相続税の申告をしたが、その後に代償分割の方法

により遺産分割が確定したとして、代償財産の価額を相続税法基本通達（国税

庁長官が発出した昭和34年1月28日付け直資10「相続税法基本通達」）

1 1の2-1 0ただし書(2)に定める方法により計算して更正の請求をしたとこ

ろ、処分行政庁は、減額更正処分をした。しかしその後、処分行政庁は、原告

を含む一の共同相続人間で締結された合意書に定める計算方法により代

償財産の価額を計算するべきであるとして、増額再更正処分をした。

本件は、原告が、①上記合意書f'こ係る合意は真実存在しないから、こ．の合意

を前提として代償財産の価額及び納付税額を算定した違法がある、②処分行政

庁は国税通則法26条が定める調査をせずに再更正処分をした手続上の違法が

ある旨主張し、処分行政庁が所属する被告に対し、上記増額再更正処分のうち、

上記減額更正処分の課税価額及び納付税額を超える部分の取消を求める事案で

ある。

• 20 2 関係法令等の定め

·~ 
16 

関係法令等の定めは、別紙「関係法令等の定め」のとおりである。＇

3' 前提事実（争いのない事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に

認定できる事実）

(1)' 本件に係る相続及び相続税の申告について

25 ア ー （以下「亡■」という。）は、 一 に死亡

した。亡'・の相続人は、原告（亡・・の長男）及び訴外一 （亡■
2 



■の次男。• 以下、 「訴外■」という。）である。 （乙2の1~2の3)
イ 原告は、平成29年4月25 日、処分行政庁に対し、訴外·’’~税理

士（以下、 「■税理士」という。）が所長を務める
■を原告の代理人とする税務代理権限証書を添付した上で、亡・ 遺産

5 に係る相続税（以下「本件相続税」という。）の申告書を提出した。同申告

書の内容は、相続税法55条に従い、原告と訴外・がそれぞれ民法所定

の相続分（各2分の 1)に従つて財産を取得したとずるものであった。（甲

1、乙3)

{2) 遺産分割の審判

lo ・家庭裁判所・支部は、平成3.0年7月24日、申立人を訴外・・‘
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相手方を原告とする遺産分割申立事件（同支部

において、亡■の遺産分割につき、原告が、評価額合計4億89 5 5万5
000円の遺産を取得する代わりに、訴外・tこ対し、代償金として取得財

15 

産の評価額の差額の半分である 1億58 28万4496円（以下「本件代償

金」という。）を支払う内容の審判をし、同審判は同年8月22日に確定した

（甲 2、乙4)。

原告は、平成30年:10月5日、訴外■に対し、本件代償金から振込手
数料75 6円を差し引いた1億58 2 8万37 4 0 円．を支払った（乙 •)。

(3) 本件合意書の作成及び同内容

20 ア 原告及び訴外■は、平成30年11月22日付けで、以下の内容を記
．載した「合意書」と題する書面（甲3、乙1。以下．「本件合意書」という。）

に署名押印をした（争いなし）。

イ 本件合意書の内容は、・上記(2)・の審判に伴う処理についての合意を定めた

ものであり、代償金の相続税評価につき以下のとおり定めた（甲 3、乙 1)。

26 代償金の相続税評価 (X)の計算式

「原告取得遺産相続税評価額ーX＝訴外■取得遺産相続税評価額十X」
3 



1.. 

（各取得遺産相続税評価額は、小規模宅地等特例適用の金額とする。）

(4) 更正の請求及び減額更正処分

ァ＇，原告は、．平成 30年12月19 1日、処分行政庁に対し；本件合意書の写

しを添付の上、本件相続税の更正の請求書を提出した。同請求書における

5 代償金の相続税評価の計算方法は、本件合意書記載のものではなく、相続

税法基本通達（以下「本件通達」という。） 11の2-1 0ただし書(2}に定

める計算方法であった。（甲4、弁論の全趣旨）
＇ 

イ 処分行政庁は、令和2年 1・0月1.3日付で、原告に対し、原告が納付す

べき相続税額を減額する旨の減額更正処分（以下「本件減額更正処分」と

10 いえ）をした（甲 5)。
’ 

本件減額更正処分は、本件代償金の価額を、本件通達11の2-1 0た

ヽ ． だし書(2)に定める計算方法により1億15 1 9万28 3 9円とした上で、．
≪ c・ •• • 鴫
••• 

•• 原告に係る相続税の課税価額を1億65 1 5万30 0 0円とし、原告が納C ● ~、
． 

‘̀‘̀  9 • 

疇•".

付すべき相続税額を4767万8500円とするものであった（甲 5、6)'D． 
•• 

15 (5) 再更正処分について

ア・処分行政庁は、西宮税務署に所属する調査担当職員（以下「本件担当者」

という。）の調査に基づき、令和4年4月27日付けで、原告に対し、本件

相続税の増額再更正処分（以下「本件再更正処分Jという。）をじた（甲 6)。

．• イ 本件再更正処分は、相続税の課税価格の計算における代償財産の価額に

20 ・ ついて、本件合意書に基づ＜計算方法によることが相当であるとじて、本

件代償金の価額を54 3 7万90 7 1円とした上で、・課税価額を2億25 

96万7000円とし、原告が納付すべき相続税額を65 2 3万51 0 0 

円とするものであった（甲 6)。

(6) 本件再更正処分後の経緯

．ア 原告は、令和4年6月1日、処分行政庁に対し、再調査請求をした（甲25 

7)。

4
 



再調査審理庁（処分行政庁）は、令和 4 年•8 月 2 9日付けで、上記再調

査請求を棄却する旨の決定をした（甲 8、乙 9)。

イ 原告は、令和 4年 9• 月 2 1日、国税不服審判所長に対し、本件再更正処

分につき、審査請求をした（甲 9)。

5 国税不服審判所長は、令和5年6月13日付けで、上記審査請求を棄却

する旨の裁決をした（甲 10)。'

ウ 原告は、令和 5年12月8日、本件訴訟を提起した（当裁判所に顕著な

事実）。

4 本件の争点

10 • 本件の争点は以下の2点である。なお、原告及び訴外＇・が本件合意書に基

づく合意を真にした場合において、相続税法等に基づいて計算される相続税額

.
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が本件再更正処分のとおりであること、本件合意書に基づく合意をしていない

場合において、相続税法等に基づいて計算される相続税額が本件減額更正処分

のとおりであることは、当事者間に争いがない。 ．

15 . (1) 原告は、訴外.と本件合意書に基づ＜合意をしたか。

(2) 本件再更正処分が国税通則法26条所定の「調査」（以下、「26条調査」

という。） • 'を欠き違法であるか。

5 争点に関する当事者の主張

(1) 争点（1)（原告は、訴外・・と本件合意書に基づく合意をしたか。）につい

20 て

， （被告の主張）

本件合意書は、原告本人と訴外■両名の署名、押印があることから、法
律上真正に成立した文書と推定される（民事訴訟法228条4項）。さらに、

本件担当者は、．税理士に対して質問調査を行い、本件合意書に原告自身

25 . が署名．．押印をしたことを確認した。

したがって、原告が訴外.と本件合意書に基づく合意をしたことは明ら

5. 



かである。

（原告の主張）．

・原告は本件合意書に署名、押印をしたものの、本件合意書に定める代償金

の価額の計算方法の内容については全く理解していなかった。したがって、

5 原告は、訴外・’’との間において、本件合意書の内容の合意をしていない。

•(2) 争点（2)（本件再更正処分が2'6条調査を欠き違法であるか。）について

（原告の主張） ．． 

ア．本件再更正処分は、本件合意書に定める計算方法が本件通達11の2-

1 0ただし書（1）に定める共同相続人全員の協議に基づくものであること

10 を前提としている。

イ しかし、上記（'1}（原告の主張）のとおり、原告と訴外■の間で本件合
嶋

.. 、．．
C・ C．． 
｀ ｀ 
． 
・電

．．．．  
． ..... 

．．．嶋

•· . 

意書の内容の合意は成立していない。

． 本件合意書には原告及び訴外■の各代理人弁護士の署名、押印はない
から、処分行政庁は、原告が本件合意書の内容を理解していないことを疑

い、原告又は代理人弁護士に対して、本件合意書の作成や署名、押印の経

緯、内容についての原告の理解の程度につき、必要な調査を行うべきであ

．ったのに、このような調査を怠ったのであるから、処分行政庁における質

問検査権（国税通則法74条の3等）行使ないし調査実施についての裁量

を逸脱、濫用したものといえる。

20 ウ ’ •よって、本件再更正処分は、本件合意書に定める計算方法が共同相続人

15 

26 

全員の協議に基づくものであるかについて必要な調査が行われていない

から、 2_6条調査を欠くものであり、手続上違法である。

（被告の主張）

ア 本件再更正処分が、 26条調査を欠き、手続上違法であることを争う。・

26条調査については、課税庁に広範な裁量があり、調査の方法や範囲、

手段、程度等は税務職員の裁量に委ねられて・いる。

・6 



5
 

納税者に対する質問検査権は、税務調査において、調査の一方法として

質問や検査を行う権限を認めたものであるから、．課税庁が必要とする範

囲・程度でのみ行えば足りる。•

イ 処分行政庁は、①本件合意書に原告本人と訴外■両名の署名、押印が
あることを確認し、②本件担当者が、・・税理士に対して質問調査を行い、

本件合意書に原告自身が署名・押印をしたことを確認したことから、原告

と訴外・ との間で本件合意書のとおりの内容の合意があったものと判

断し、本件再更正処分を行った。

ウ したがって、上記イ①・②の確認は2・6条調査として十分なものであり、

10 •これを経て本件再更正処分を行ったことは、手続上適法である。 ·

第3 当裁判所の判断
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1 争点（1)（原告は、訴外.と本件合意書に基づく合意をしたか。）について

(1) 後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば、’本件担当者が行った本件相続税に関

する税務調査について以下の事実を認めることができる。

ァ 本件担当者は、令和元年12月2日、..税理士に対し、．本件合意書の

作成経緯について質問調査を行ったところ、■枷理士は、 ’’'税理士
は本件合意書の作成に関わっておらず、原告本人から資料として本件合意

書を受け取った」、「本件合意書は原告本人が署名押印していることから、

原告自身も本件合意書の内容を知っていると思う」、・「更正の請求の計算

20 において、本件合意書に基づいて計算していないことについては明確な法

15 

的根拠はない」旨回答した（乙6)。

イ 本件担当者は、本件相続税に係る資料を取集し、その内容を検討した（弁，

論の全趣旨）。

ウ 本件担当者は、令和4年4月14日、・税理士の事務所に臨場し、．

25 ■税理士に対し、同時点での・税理士の税務代理権限が有効であること
を確認した上で、同人に対し質問調査を行った。同質問調査において、本

7. 



件担当者が、．本件合意書の原告の署名、押印をいずれも原告自身が行った

か確認したところ、・税理士は、 「『弁護士が署名押印するように言っ

た』と聞いているので、間違いないと思う」旨回答した。そして、本件担

当者は、本件合意書に定める計算方I.法により、代償財産の価額を評価すべ

5 きであるとして、原告が納イ寸すべきである相続税額等の計算内容及び結果

を説明した。 （乙 7、8)

{2) 原告は本件合意書に署名押印をしたから（前記前提事実(3)ア）、意思に基づ

いて本件合意書を作成したことが推定され（民事訴訟法228条4項）、特段

の反証のない限り、原告によって本件合意書の記載どおりの合意がされたと

10 認められる。 ・1
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原告は、 • この合意書は公的に意味を持つものではなく、相続税の更正に当

たって影響は生じないと思ったから署名押印したにすぎない、訴外■及び
その代理人弁護士は原告の代理人弁護士の裏をかく形でこの合意書の作成を ・

15 

原告にさせた旨陳述ずる（甲11)。しかしながら、原告は、相続税の更正の

請求に当たって、本件合意書を■税理士に交付し、・税理士は、本件合
・意書を同請求の添付書類として処分行政庁に提出しており（上記(1)ア、甲 4)、

この点も踏まえると、原告は、本件合意書に記載された内容のとおりの合意

をしたことを前提として、合意書の法的な意味を誤解した、訴外・・側の隠

された意図に気付いていなかったと主張しているにすぎないというべきであ

20. る。

そうすると、上記特段の反証があったとは認められないから、原告は訴外

ー・と本件合意書に基づく合意をしたと認められる。

2 争点（2)（本件再更正処分が 26条調査を欠ぎ違法であるか。）について

(1) 上記1(1)の認定事実に基づき、以下検討する。

25 ア 税務署長は、再更正処分を行う場合、「調査」に基づいて行わなければな

らない（国税通則法2-6条）。 26条調査については、その範囲や時期、方

8 



法といった具体的手続等についてなんら法律で定めていないところ、同調・

査は税務の専門技術的な性質を有することから、調査の範囲、~度及び手

段等については、税務署長の広範な裁量に委ねられると解すべきである d

そして、質問検査権（国税通則法74条の 3等）については、税務署長．’

s 及びその部下（権限ある税務職員等）による上記調査の一方法として、納

税義務者や関係者に対し質問し、または当該財産に関する帳簿、書類その

他当該調査事項に関連性を有する物件の検査を行なう権限を認めた趣旨

であって、このような質問検査の範囲、程度、時期、場所といった、法律

上特段の定めのない実施の細目についても、権限ある税務職員等の合理的

・ 10
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な裁量に委ねられているものと解される。

もっとも、・税務署長が再更正処分等を行うに当たって、質問検査をはじ

めとする調査を全く行わず、調査自体を怠ったといえる場合など、重大な

手続上の惟怠がある場合には、当該再更正処分は、処分をなし得べき前提

16 

要件を欠＜こととなるので、違法性が認められるものと解するべきである。

イ 上記1(1)ア～ウによれば、・本件担当者は、 2回にわたり、当時原告の税

務代理人であった・税理士に対し、本件合意書の作成経緯や署名押印を

したのが原告自身であるか等につき質問調査を行い：、その結果、本件担当

者が、原告本人が■税理士に対し、本件合意書を本件相続税に係る資料
として渡したと認め、原告自身が本件合意書に署名押印をしたことは間違．．

20 いないと判断したこと、処分行政庁は、このような調査結果に基づいて、

原告と訴外＇． との間に本件合意書に基づく合意が成立しているとの判

断に至ることができたことが認められる。そうすると、処分行政庁が本件・

再更正処分をしたことについて、全く調査を欠くに等しいと評価すること

はできず、重大な手続上の僻怠があったとは認められない。

25 ウ 原告は、 本件合意書作成当時、原告及び訴外＇Iには、それぞれ代理人
弁護士がついていたにもかかわらず、本件合意書には両代理入弁護士の名

， 



前はなく、原告と訴外■本人の署名、押印があったにすぎないことから、
処分行政庁は、本件合意書に基づく合意の存在を疑い、原告又は原告代理・

人弁護士に直接確認すべきであった旨主張する。

しかし：一般に、代理人弁護士との委任関係が存在していたとしても、

5 当事者間で合意をすること自体に制約が加わるものではなく、代理人弁護

士の署名、押印もあることが合意成立の要件ではないから、処分行政庁に

おいて、本件合意書に代理人弁護士の署名、押印がないことから直ちに合

意の存在を疑うべきであったとまではいえない。また相続税の納税に係る

税務代理人との委任関係が存在している場合しこは、同人が当該相続税に関

10 する事実を把握し、仮に必要な事実関係を把握していない場合には本人等

に確認するのが自然といえるところ、本件担当者が■税理士に質問調査
••• 
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．
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愈．． 
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•••• 
ヽ拿

畢

を行った結果、本件合意書に原告自身が署名、押印をした旨の回答を得て

おり（上記1(1)ア）、直接■税理士自身は本件合意書の作成にかかわって
いないという説明以上に、．合意の成立等に関して具体的に問題があった、

15 あるいは原告に確認して回答するなどの説明もなかった（弁論の全趣旨）

ことからすれば、それ以上に原告や原告代理人弁護士に直接質問調査を行

・．わなかったこととしても、調査が不十分とは認められない。 • 

工 また、‘原告は、本件合意書作成に当たり、何砂ト・に不信感があったた

めに実印ではなく三文判で押印した旨陳述する．（甲 1,1の2頁）が、仮に

原告においてこのような事情があっ・・たとしても、本件担当者は原告が本件

合意書に押印したことを把握しており（上記 1(1)ア）、同三文判も原告のも

のである以上、処分行政庁がそのことによって合意の存在を疑うべきとは

いえないから、上記評価を左右するものではない。

{2) 小括

25 以上より～本件各更正処分は、 26条調査に基づいてなされていることか

29 

ら、手続上の違法事由は認められない。・

10 



10. 

3 小括

以上のとおり、本件再更正処分には手続上の違法事由はない（上記2)。

また、亡■の共同相続人全員である原告及び訴外■との間における本件
合意書に基づく合意が成立していたと認められるから（上記1)、本件合意書に

5 記載された代償金の相続税評価の計算方法（前記前提事実(3)イ）は相続人全員

の協議において定められた代償金の相続税評価の計算方法といえる。そして、，

この計算方法は合理的と認められるところ、本件通達11の2-10ただし書

{I)を適用し．、本件合意書｝こ定める計算方法により、本件代償金の価額を'54 3 

7万9071円とした上で、課税価額を2億25 9 6万7000円とし、原告

が納付すべき相続税額を65 2 3万5100円とした本件再更正処分は適法で

ある。 9

第4 結論
．
 

拿

疇

書

●

．
 

．．
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•‘ 
‘
`
 ・ • •••• 
ヽ書.. ~ 

．、亀．... 
よって、原告の請求は理由がないからこれを棄却することとして、主文のと

おり判決する。

15 神戸地方裁判所第2民事部

裁判長裁判官

20 

裁判官 ．

野 上 あ や

鈴 鹿 祥 吾

25 裁判官

齋 藤 ．あ き

11 



別紙

関連法令等の定め

10 

第1 国税通則法

（再更正）

5 第26条

税務署長は、前二条又はこの条の規定による更正又は決定をした後、その更正

又は決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知ったときは、

その調査により、‘当該更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を更正する。

．（当該職員の相続税等に関する調査等に係る質問検査権）

第74条の3

．
 
．
 

ヽ

．
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.. . ‘
 

≪

≪

 . ·• 
，、．． ．． 
≪ "'....  ..'... 
c ヽ

• 1S 

国税庁等の当該職員は、相続税若しくは贈与税に関する調査若しくは相続税若

しくは贈与税の徴収又は地価税に関する調査について必要があるときは、次の各

号に掲げる調査又は徴収の区分に応じ、当該各号に定める者に質問し、・第一号イ

に掲げる者の財産若しくは第二号イからハまでに掲げる者の土地等（地価税法第•

二条第一号（定義）に規定する士地等をいう。 •以下この条において同じ。）若し
くは当該財産若しくは当該土地等に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は

当該物件の提示若しくは提出を求めることができる。

ー相続税若しくは贈与税に関する調査又は相続税若しくは贈与税の徴収 次

に掲げる者

20 イ 相続税法の規定による相続税又は贈与税の納税義務がある者又は納税義

務があると認められる者（以下この号及び次項において「納税義務がある

． 者等」という。）

ロ 相続税法第五十九条（調書の提出）に規定する調書を提出した者又はそ

の調書を提出する義務があると認められる者 ． 

25 .ハ 納税義務がある者等に対し、債権若しくは債務を有していたと認められ

る者又は債権若しくは債務を有すると詔められる者

12 



＇二 納税義務がある者等が株主若しくは出資者であったと認められる法人又

は株主若しくは出資者であると認められる法人

ホ 納税義務がある者等に対し、財産を譲渡したと認められる者又は財産を

該渡する義務があると認められる者

5 へ 納税義務がある者等から、財産を譲り受けたと認められる者又は財産を

譲り受ける権利があると認められる者

・ト 納税義務がある者等の財産を保管したと認められる者又はその財産を保

管すると認められる者・

二 地価税に関する調査 （略）

10 第2 相続税法

（相続税の課税）
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第11条．

相続税は、この節及び第三節に定める．ところにより．、相続又は遺贈により財産

を取得した者の被相続入からこれらの事由により財産を取得したすべての者に係

15 る相続税の総額（以下この節及び第三節において「相続税の総額」という。）を

計算し、当該相続税の総額を基礎としてそれぞれこれらの事由により財産を取得

.'した者に係る相続税額として計算した金額により、課する。

（相続税の課税価格）

第11条の2

20 1 相続又は遣贈により財産を取得した者が第一条の三第一項第一号又は第二号 ・

の規定に該当する者である場合においては、その者については、当該相続又は

遺贈により取得した財産の価額の合計額をもつて、相続税の課税価格とする。

・2 相続又は遺贈により財産を取得した者が第一条の三第一項第三号又は第四号

、の規定に該当する者である場合においては、その者については、．当該相続又は

25 遺贈により取得した財産でこの法律の施行地にあるものの価額の合計額をもっ

．て、相続税の課税価格とする。

13 



（評価の原則）

第22条

この章で特別の定めのあるものを除くほか、＇相続、遺贈又は贈与により取得し・

た財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から

5 控除すべき債務の金額は、その時の現況による。

10 

... ， 
9 ．電・ 層・．．  ．．  
< 9”  .. 
、、..

書 C ....

．．り`
． ｀鼻
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15 

第3 相続税法基本通達

（代償分割が行われた場合の課税価格の計算）

第11条の 2-9

代償分割の方法により相続財産の全部又は一部の分割が行われた場合における

法第11条の2第1項又は第2項の規定による相続税の課税価格の計算は、次に

掲げる者の区分に応じ、それぞれ次に掲げるところによるものとする。 （平4課

資2-231追加）

(1) 代償財産の交付を受けた者相続又は遺贈により取得した現物の財産の価

額と交付を受けた代償財産の価額との合計額

(2) 代償財産の交付をし・た者 相続又は遺贈により取得した現物の財産の価額 ・

から交付をした代償財産の価額を控除した金額

（注） （略）． ．

（代償財産の価額） ． 

第11条の2-10

20 ・1 1の2-9の(1)及び(2)の代償財産の価額は、代償分割の対象となった財産を

現物で取得した者が他の共同相続人又は包括受遺者に対して負担した債務（以下

「代償債務」という。．）の額の相続開始の時における金額によるものとする。

ただし、次に掲げる場合に該当するときは、当該代償財産の価額はそれぞれ次

に掲げるところによるものとする。 （平4課資2-23 1追加、平8課資2-1

25 • 1 6、平19課資2:-・5、課審6-3改正）

(1) 共同相続人及び包括受遣者の全員の協議に基づいて代償財産の額を次の(2)

14 



10 

に掲げる算式に準じて又は合理的と認められる方法によって計算して申告が

あった場合 当該申告があった金額 ＊ 

(2). (1)以外の場合で、代償債務の額が、代償分割の対象となった財産が特定さ

れ、かつ、当該財産の代償分割の時における通常の取引価額を基として決定

されているとき 次の算式により計算した金額

AX  (C+B) 

（注） 算式中の符号は、次のとおりである。

Aは、代償債務の額

Bは、代償債務の額の決定の基となった代償分割の対象となった

財産の代償分割の時における価額

Cは、代償分割の対象となった財産の相続開始の時における価額

．．
 e
 

鼻

．
 
・
 

拿
•

．．
 ヽ （評価基本通達の定めにより評価した価額をいう。）
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これは正本である 9: 

~9.r 

゜
6年 11月




